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I N D E X  

◆「子供 PSCマーク」をご確認ください！  

◆18歳から大人！新成人の皆さん！ 

成人になると増える消費者トラブル 
 

◆宮城県消費生活センターからのお知らせ        

◆知るぽると（宮城県金融広報委員会）／消費生活相談窓口 

 

みやぎの消費生活情報 

  月号 

Information on Consumer Affairs of MIYAGI 

 

2・3 
第188 号 

号 

2026

出典：経済産業省ホームページ 

子供が使用する製品の安全を確保するために、令和７年１２月２５日より「乳幼児用ベッド」及

び「乳幼児用玩具」を対象に、子供 PSCマークの表示制度が始まりました。 

子供 PSC マークは、これらの製品が国の定める技術基準に適合し、対象年齢や使用上の注

意がきちんと表示されていることを示すものです。対象製品の購入時や使用前には子供 PSC

マークの表示を確認するようにしましょう。 

なお、制度開始前に製造又は輸入された製品などは、経過措置により規制の対象とならない

場合があります。制度の詳細は、下記経済産業省ホームページの特設サイトを御確認ください。 

 

＼「子供 PSC マーク」をご確認ください！／ 

／ 

【乳幼児用ベッド（ひし形子供 PSCマーク）】  【乳幼児玩具（丸形子供 PSCマーク）】 

 

発行/宮城県消費生活センター 

出典：経済産業省ホームページ 

乳幼児玩具   https://www.meti.go.jp/product_safety/kodomo/gangu_kisei.html 

乳幼児用ベッド https://www.meti.go.jp/product_safety/kodomo/babybed_kodomopsc.html 

 

子供 PSC マーク 

https://www.meti.go.jp/product_safety/kodomo/gangu_kisei.html
https://www.meti.go.jp/product_safety/kodomo/babybed_kodomopsc.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

18 歳から大人！新成人の皆さん！ 

＼成人になると増える消費者トラブル／ 

成人になりたての若者は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり 

内容をよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまう傾向にあります。 

 

 

 

 

➤脱毛エステ店で高額な

コースを分割払いで契

約してしまったが、帰宅

後支払いが不安になっ

た。 

➤無料エステ体験後、別

室で執拗な勧誘を受

け、高額なコースを契約

してしまった。 

➤先輩に誘われた飲食店で、誰かを誘えば報酬がもらえ

ると、同席した男性からもうけ話を聞いた。 

 

 

➤低価格で 1回限りの購入と思って申し込ん

だが、支払総額が高額な定期購入だった 

 

 

➤アパート退去時に原状回復について 

 トラブルになった。 

出典：政府広報オンライン 

若者は、ここを狙われる？ 
➤知識・経験の不足に付け込まれて契約してしまう 

➤「絶対にもうかる」など、うまい話に弱い 

➤断りにくい状況に追い込まれる 

➤「お金がない」を理由に断っても借金やクレジット契約を勧められる 

 

➤契約する前によく考える！ 

➤うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう！ 

➤借金を勧める業者に要注意！クレジット契約も慎重に！ 

➤困ったときは消費生活センターに相談を！ 

➤クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう！ 



 

  

➤毎週日曜日・祝休日はお休みです。 

➤研修等のため臨時休館することがあります。 

まずは当センターホームページをご確認ください。 

➤消費者ホットライン「188」へお電話いただくと、お住まいの市町村や都道府県の、

消費生活相談窓口につながります。 

＼宮城県消費生活センターからのお知らせ／ 

令和７年１２月２５日（木） 

『令和７年度エシカル消費普及啓発高校生動画コンテスト表彰式』が 

執り行われ、賞状及び副賞が授与されました。 

このコンテストは、本県の次世代を担う高校生に、消費者教育の一環として、「地域の活性化や雇用などを含

む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動」であるエシカル消費を学ぶ機会を提供するとともに、エシカル

消費の普及を高校生から展開することで、地域や家庭での広がりを図ることにより、高校生を含む若者に対

するエシカル消費の普及啓発を推進し、持続可能な社会の実現を目的として、昨年度から実施しています。 

 

【１分以内の部】 

賞 学校名 作品名 

最優秀賞 小牛田農林高等学校 ふぞろい野菜のいいところ 

優  秀 賞 
仙台工業高等学校模型・動画部 みんなで未来を紡ぐ！エシカルダンス！ 

南郷高等学校３GボーイズAグループ エシカルの第一歩 

ユニーク賞 南郷高等学校 
ささやき 

エシカル消費を学ぶ 

 

【３分以内の部】 

賞 学校名 作品名 

最 優 秀 賞 南郷高等学校課題研究家庭科 かかしのつぶやき 

優  秀 賞 
仙台工業高等学校模型・動画部 君も学ぼう！買い物のエシカル 

名取高等学校定時制エシカル男子 マークを知ってエシカル消費 

ユニーク賞 船岡支援学校高等部２年 俺たちやっと気付いた… 

宮城の食ありがとう！！ 

 

＼センター開館について／  



 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＼消費生活相談窓口／ 

 

    ◎各市町村にも相談窓口があります。詳しくは、各市町村へお問い合わせください。    

 

 

宮城県消費生活センター 

📞022-211-3123 
相談時間 月～金 ９時～１７時 

         土   ９時～１６時（祝日・年末年始除く） 

 

消費者ホットライン 
「ひとりで悩まず、まず相談！」 

※最寄りの消費生活相談窓口につながります。 

※お住まいの郵便番号をお手元において、お電話すると便利です。 

各県民サービスセンター窓口 
（相談時間 月～金 9時～１６時 祝日・年末年始除く） 

 

 

大河原地方振興事務所 
県民サービスセンター 

 0224-52-5700 

仙南圏 

 

北部地方振興事務所 
県民サービスセンター 

 0229-22-5700 

大崎圏 

 

北部地方振興事務所栗原地域 

事務所県民サービスセンター 

 0228-23-5700 

栗原圏 

 

東部地方振興事務所 
県民サービスセンター 

 0225-93-5700 

石巻圏 

 

東部地方振興事務所登米地域 

事務所県民サービスセンター 

 0220-22-5700 

登米圏 

 

気仙沼地方振興事務所 
県民サービスセンター 

 0226-22-7000 

気仙沼圏 

電子申請による 

消費生活相談は 

こちらから 

＊回答は，消費生活相談員から電話で行います。 

©宮城県･ 

(株)旭プロダクション 

 

X（旧 Twitter） 

やってます 

「☎188」 

＼知るぽると（宮城県金融広報委員会）／ 

お金や暮らしの知恵を学びましょう！ 

令和８年１月、宮城県では、約２万２千人の方が二十歳の記念式典の日（旧成人の

日）を迎えられました。「自分がどんな人生を送りたいか」について考えることは、夢を

実現するために大事なことです。何歳頃にどのような暮らし方をしていたいか、その

ためにはどうしたら良いかを考え、努力をすることで、実現する可能性が 

高まります。（これは、若者に限ったことではありません。） 

生きていくためにはお金が必要です。理想の暮らし方も、経済的な基 

盤があって初めて成り立ちます。充実した生活を送るために「お金に 

関する知識」を身に付けることが求められています。お金の知識は、 

資産運用や投資等の専門的なことだけではありません。「毎月の 

収支を“収入＞支出”にする」といった、基本的なこともとても 

大切です。知識のおさらいも兼ねて、定期的に見直しをしましょう。 

 


